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災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（著者が知り得るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄

災害時の歯科保健医療の課題は？

歯科診療所の稼働
（移動困難による通院困難）

自治体（保健所・保健センター）
の体制
業務委託先の体制
（移動困難による参加困難）
口腔健康管理が困難

水、洗口所、口腔ケア用品、意欲
病院や施設における環境が整わない
水、口腔ケア用品、スタッフ
口腔機能が維持しにくくなる
運動量、会話量

個人の口腔衛生管理環境が整わない

歯科保健提供体制の
縮小・崩壊

歯科医療提供体制の
縮小・崩壊

震災被害で歯を失うリスク8％増加
～東日本大震災前後の被災者のデータ分析より～

Matsuyama Y, Aida J, Tsuboya T, Hikichi H, Kondo K, Kawachi I, Osaka K. Are lowered socioeconomic circumstances causally related tooth loss? 

A natural experiment involving the 2011 Great East Japan Earthquake. American Journal of Epidemiology 2017

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県岩沼市に住む、65歳以上高齢者3,039人

の震災前後の追跡調査データを分析し、震災の被害と歯の健康について研究した結果、

震災被害が大きい群で歯の喪失が多いという関連が見られました。経済
状況の悪化は歯の喪失リスクを8.1% （95% CI: 0.5, 15.7）、家屋の被害は歯

の喪失リスクを1.7%（95% CI: 0.2, 3.3） (*1)増加させていました。
被災者はうつやPTSDなどの精神的健康のみならず、口腔の健康も悪化しやすいこと

が明らかになりました。



阪神・淡路大震災における
災害関連死の24％が肺炎
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免疫低下・低栄養

誤嚥性肺炎の発症

義歯紛失・不調

摂食困難な食事

運動不足 廃用

口腔内細菌の増加

服薬・食事・運動療法困難で

無症候性脳梗塞発症・増悪

脱水

足立了平，岸本裕充，門井謙典．大規模災害における気道 感染予防の重要性．日本口腔感染症学会雑誌．2012；vol．19-1 より改変

災害時の環境： ライフライン不備、食糧・水不足、睡眠・トイレ不足

ストレス

医科・歯科
リハ・栄養
介護・福祉

行政・保健所

連携が必要！

中久木康一．令和元年度九州地区連合歯科医師会研究事業・災害口腔医学研修会資料より

肺炎の発生率は、3ヵ月間有意に増加
最大の増加を示したのは震災後2週間

• 90%は65歳以上の高齢者

• 避難所・介護施設からの入院患者数が多かった

• 死亡率は、介護施設からの入院は45％！
Daito H, et. al., Impact of the Tohoku earthquake and tsunami on pneumonia hospitalisations and mortality among adults in 

northern Miyagi, Japan: a multicentre observational study. Thorax. 2013 Jun;68(6):544-50. doi: 10.1136

5.7倍

8.9倍死亡入院

地震は肺炎による死亡のリスクを増加させる
津波はそのリスクをさらに増加させる

Shibata Y, Ojima T, Tomata Y, et al. Characteristics of pneumonia deaths after an earthquake and tsunami: an ecological study of 5.7 million 

participants in 131 municipalities, Japan. BMJ Open. 2016 Feb 23;6(2):e009190

• 岩手・宮城・福島県の全131自治体における2010–2012の住民調査を使用
• 岩手・宮城・福島県における肺炎による死亡数は地震後3県において増加

100未満が120へ 50未満が90へ

内陸93自治体 沿岸38自治体

前後1年の肺炎死数

• 1年後の肺炎による死亡数は、1年前のも
のに比べて1.14倍

標準化死亡比

• 第1週目から第12週目にかけ
て、有意に増加。2週目から4

週目は、沿岸部自治体におい
て2倍に近く高かった。

• 2週目における標準化死亡比
は沿岸部自治体2.49 (95% CI 

2.02 to 7.64)、内陸部自治体
1.48 (95% CI 1.24 to 2.61),で

あった。沿岸部自治体の標準
化死亡比は内陸部よりも高
かった。



震災関連死因、呼吸器・循環器系疾患が５割超
2017/9/26 21:55
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災害関連疾病の予防を目的とした災害時
要配慮者等に対する健康支援活動が重要

呼吸器疾患＝災害関連死の30％

避難所の歯科保健の重要性，地域保健，2022年7月号，P36より改変

連携対象役割

個人識別
への協力

歯科医療
活動

歯科保健
活動

災害時の口腔保健，口腔保健・予防歯科学（第2版），P315，医歯薬出版，東京，2023

犠牲者

歯・口腔の健康問題を抱える人
痛みのある人
義歯破損・不適合の人
通院中だった人

歯・口腔の健康問題のない人
特に重要なのは要配慮者
高齢者（摂食・嚥下障害）
有病者（糖尿病など）
乳幼児・小児 など

災害拠点病院
DMAT / JMAT

日本赤十字社

災害医療コーディ
ネーター など

警察
海上保安庁
監察医 など

自治体／保健所
保健センター
地域の事業所

地域包括支援セン
ター など

歯科診療所

へのアクセ
スが無い

大きな

人口集団が
発生

災害時の歯科の役割 口腔健康管理/口腔機能管理

口腔ケア 口腔体操

肺炎/続発症予防・適切な栄養摂取

歯科疾患の予防

口腔内の感染症の予防

適切な咀嚼/摂食/嚥下
機能維持

口腔内細菌 増殖予防 唾液分泌量/筋力維持

(適切な栄養摂取可な状態)

歯科治療

口腔健康/機能管理 しっかり噛んで
飲み込める！

清潔を保って
疾病予防！

【寄稿】能登半島地震による被災者の口腔への影響と，地域で連携した「食べる」支援の継続
2025.04.08 医学界新聞：第3572号，https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2025/3572_05



歯科保健医療における時間経過ごとの問題的と活動

歯科の新常識 「災害時の歯科活動」，LION Dent.File vol.57, 2025May より改変
日本災害時公衆衛生歯科研究会HPに転載許可を得て転載 https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

３
応急対策

（仮設住宅入居まで）

２
応急対策

（避難所対策中心）

１
緊急対策

０
初動体制の確立保健医療活動に

おけるフェーズ

1･2か月？～4日目～1･2か月？24～72時間以内発災～24時間時期（目安）

●食べる機能の低下

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●義⻭不適合・義⻭性潰瘍
●⻭⾁炎や粘膜炎
●口腔の乾燥
●食べる機能の低下

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●口腔領域の外傷
●義⻭紛失・破損
●⻭⾁炎や粘膜炎
●口腔の乾燥

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●口腔領域の外傷
歯科的
問題点

●口腔ケアの啓発
●口腔機能の向上訓練
●⻭科健康相談、指導

●応急⻭科診療の⽀援

●口腔ケアの⽀援

●口腔衛生用品の提供、説明
●口腔清掃の環境整備

●口腔ケアの啓発
●口腔機能の向上訓練
●⻭科健康相談、指導
●食形態の確認・⽀援

●応急⻭科診療

●口腔ケア

●口腔衛生用品の提供、説明
●口腔清掃の環境整備

●口腔ケアの啓発

●応急⻭科診療

●口腔ケア

●口腔衛生用品の提供

（●応急⻭科診療）

歯科保健
医療活動

物資・環境

疾患・状態

医療提供

令和4年度厚生労働行政推進調査 http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf

令和4年度厚生労働行政推進調査 http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf

第一 都道府県及び保健所における歯科保健医療業務
２ 地域歯科医療提供体制の構築について
（６） 災害時歯科保健医療体制の確保

都道府県は、大規模災害時における歯科医療の確保、避難所等に
おける口腔衛生管理の対応等を迅速に行うため、歯科医師会、歯科
衛生士会、歯科技工士会、大学歯学部等と連携し、災害時対応の共
有や人材育成等の体制整備に努めることまた、災害時対応マニュア
ルの作成や人材育成等に努めること。

第二 市町村における歯科保健業
２ 歯科保健事業等の実施について
（９）地域の特性に応じた歯科保健事業

市町村は、上記の（１）～（８）に示した事業の他、外国人対応、離
島・中山間地域等の無歯科医地区対応、生活困窮者対応等、地域の
特性に応じ、必要な歯科保健事業の実施に努めること。

地方公共団体における歯科保健医療業務指針
令和６年４月１日 適用

https://www.mhlw.go.jp/content/001267309.pdf



第六 その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項

三 大規模災害時の歯科口腔保健に関する事項

災害発生時には、避難生活等における口腔内の清掃不良等によりリ
スクが高くなる誤嚥性肺炎の発症等の二次的な健康被害を予防するこ
とが重要であり、平時から国民や歯科口腔保健の関係者に対して、災
害時における歯科口腔保健の重要性について普及啓発活動に努める
必要がある。

また、地方公共団体においては、大規模災害時に必要な歯科保健
サービスを提供できる体制構築に平時から努める必要があり、災害時
に対応できる歯科専門職や災害発生時の歯科保健活動ニーズを把握
する人材の育成に努めるとともに、地域の職能団体等の関係団体と連
携するように努めることとする。なお、大規模災害時の歯科口腔保健等
に関する活動の指針等を策定する等の対応を行うことが望ましい。

「歯科口腔保健の推進に関する法律」（平成２３年法律第９５号）第１２条第１項

【官報】歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（厚生労働省告示第289号）

（下線は追記）

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（R6年度～）
災害救助法施行令（新）

（医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲）

第四条 法第七条第一項及び第二項に規定する医療、福祉、土木建築工事
及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。

一 医師、歯科医師又は薬剤師

二 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射
線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、救
急救命士、言語聴覚士、歯科衛生士又は歯科技工士

三 保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、
公認心理師又は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二
十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十
七年法律第百二十三号）第五十一条の十七第二項に規定する指定計
画相談支援に従事する者として内閣府令で定める者

令和7年7月1日 施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000225

災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（著者が知り得るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄
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２０１５年４月～

歯科衛生士
会・歯科技

工士会

歯科商
工協会



日本災害歯科保健医療連絡協議会※平成２７年４月設置

＜目的＞ ＜参画団体＞

大規模震災後の避難所・仮設住
宅、被災者等への歯科保健医療
の提供は、（急性期から慢性期に）
に至るまで、様々な歯科関係職種
の継続的な支援が必要である。

そのため、日本歯科医師会主導
の下、歯科関係団体同士の連携
や災害対応に関する認識の共通
化を図るとともに、各歯科団体独
自の行動計画等の情報集約や共
有を促し、有事に際して国や都道
府県との連携調整を行い、被災地
の歯科医療救護や被災者の歯科
支援活動を迅速に効率よく行うべく、
協議していく。

①日本歯科医師会
②日本歯科医学会
③日本私立歯科大学協会
④国立大学歯学部長・歯学部附
属病院長会議
⑤全国医学部附属病院歯科口腔
外科科長会議
⑥日本病院歯科口腔外科協議会
⑦日本歯科衛生士会
⑧日本歯科技工士会
⑨全国行政歯科技術職連絡会
⑩日本歯科商工協会

※オブザーバー：内閣府、厚生労働省、
日本医師会（JMAT関係者）、防衛省ほか

行動指針 共通書式
災害歯科保健医療

標準テキスト

ＪＤＡＴ

活動要領

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017東京都開催：5回（2012、2013、 、2015、2016、2017）
福岡県開催：4回（2012、2013、2014、2015）

「災害時歯科保健医療における
口腔アセスメント」選択なし

2016年度より4項目の選択制

• 2012年度は「災害時の歯科保健医療の提供体制」、
田中彰先生と中久木での分担、60分＋質疑10分

• 2013年度は上記に大黒英貴先生におる岩手県歯での
経験が加わり、時間は開催会により計60分～120分
（2013年度に標準アセス（集団迅速）ver1.0完成）

全国7地区日本歯科医師会
「災害歯科コーディネータ―研修会」
2012年～2017年、計41回開催（13－18時）

• 2014年度から大黒英貴先生が「災

害時における歯科医師会の対応」、
中久木が「災害時歯科保健医療に
おける口腔アセスメント」を担当、
提案は35分＋質疑10分

• 2015年度の提案は50分＋質疑5分
（実際は45分～60分）

• 2016・2017年度は4項目以上の選
択制となり、2017年度開催の2県は
選択せずに同項目は無し

「災害時歯科保健医療における口腔アセスメント」に
関する推移
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【目的・趣旨】
JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）は、

災害発生後おおむね72時間以降に地域歯科保健医療専門職により行
われる、避難所等における応急歯科診療や口腔衛生を中心とした公衆
衛生活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、地域歯科医療
の復旧を支援すること等を目的としている。

JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム）活動要領

令和4年（2022年）3月2日正式発足

Japan Dental Alliance Team（JDAT、日本災害歯科支援チーム）

日本災害歯科保健医療連絡協議会 ※平成２７年４月設置

【目的】
大規模震災後の避難所・仮設住宅、被災者等

への歯科保健医療の提供は、（急性期から慢性
期に）に至るまで、様々な歯科関係職種の継続
的な支援が必要である。

そのため、日本歯科医師会主導の下、歯科関
係団体同士の連携や災害対応に関する認識の
共通化を図るとともに、各歯科団体独自の行動
計画等の情報集約や共有を促し、有事に際して
国や都道府県との連携調整を行い、被災地の
歯科医療救護や被災者の歯科支援活動を迅速
に効率よく行うべく、協議していく。

【構成団体】
①日本歯科医師会
②日本歯科医学会
③日本私立歯科大学協会
④国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議
⑤全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議
⑥日本病院歯科口腔外科協議会
⑦日本歯科衛生士会
⑧日本歯科技工士会
⑨全国行政歯科技術職連絡会
⑩日本歯科商工協会

※オブザーバー：
内閣府、厚生労働省、
日本医師会（JMAT
関係者）、防衛省、他



ＪＤＡＴ研修会変遷
2027202620252024202320222021202020192018年度

基礎

標準
（体制）

アドバ
ンス

ロジ

（ロジ
基礎）

新eラーニングとともに新設
オンデマンドのみ

新プログラム、実地1日

地域開催、5時間＋α

実地2日(演習1日)

JDAT＊＊研修会に改名

↓事前研修eラーニング

標準テキスト
出版（12月）

標準テキスト
第2版（7月）

新プログラム、Onilne1日（演習半日）

事前eラーニング、事前課題・提出あり（継続）

更新研修eラーニング（5年ごと更新）

Online交流会

Online1日 実地1日

2回／年

意見交換会 独自交流会

3回／年
（2023まで）

中央開催は1回／年（2024～）

3回／年（継続）2回／年

体制整備
研修会

1回／年（2022年まで）

↓基礎と標準の事前eラーニングと双方の修了で参加資格

Online2日
(演習1日)

Online交流会（継続）

↓事前研修テキスト

Online1.5日
(演習1日)

実地1.5日
(演習1日)

更新研修eラーニング（5年ごと更新）

ロジに移行？
（基礎）

講義のみ

※2012年～2017年は全国7地区において日本歯科医師会「災害歯科コーディネータ―研修会」が計41回開催された

日歯生涯研修
ライブラリー

集団・迅速アセス
日歯統一版へ

歯科救護記録票
個別・複数アセス
日歯統一版へ

Onlie150分
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ＪＤＡＴ基礎研修会（2024年度～）

ＪＤＡＴ標準研修会（2018年度～（旧：体制研修会））

ＪＤＡＴアドバンス研修会（2020年度～）

ＪＤＡＴロジスティクス研修会（計画中）
• 各構成団体におけるＪＤＡＴ事務局対象
• 2024年度からロジスティクス基礎研修会をオンライン開催

• 対象は各構成団体よりの推薦者
• 東京にて年3回（地域別）、実地
• 事前動画・事前課題あり、当日は意見交換が主体

研修会（2025年度現在）赤字は2024年度から変更

• ｅラーニング（標準編１時間）による事前研修あり
• 基本は地域開催（主催：各構成団体及び傘下団体）、対象は主催者で設定可
• 日本歯科医師会開催はオンラインにて年１回、対象は各構成団体の推薦者

• ｅラーニングのみ（基礎編２時間３０分）
• どなたでも、いつでも、もちろん無料！
• ＰＤＦにて修了証発行

厚生労働省補助金 災害医療チーム等養成支援事業

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/

令和6年能登半島地震

避難所における歯科医療救護

歯科診療所が再開できていない
市町村における仮設歯科診療所

避難所における歯科保健活動（個別）

避難所における歯科保健活動（集団）

これらの支援を通じて、被災した地域が日常を取り戻すためのお手伝

いをさせていただきます。歯や口に関することで、お困りのことやご希望

がありましたら、遠慮なくご相談ください。歯みがき用品の提供を含め、

全て無料です。

を、おひとりおひとりの状態にあわせてご紹介・ご説
明し、必要な歯みがき用品をご提供します。

災害時のお口のケアが、肺炎などのからだの病気
を予防することなども、あわせてお伝えします。

• お水が少ない時の歯みがきの工夫
• お口が乾きやすい時のマッサージ方法

皆さんがお集まりの場所
で、歯や口からの健康の保
ち方をご説明したり、お口
の体操をしたりします。

• お口の体操
• 歯や口と健康 講和

近隣の歯科診療所が再開する
までの間、痛みをとる、食べやすく
する、などの応急治療を行います。

• 歯が痛い、口内炎ができた
• 入れ歯が痛い、ゆるい
• 歯の詰め物がとれた
• 食事が食べにくい、むせる

• JDAT (日本災害歯科支援チーム)は、歯科医師・歯科衛生士・
歯科技工士などによるチームです。

• 避難所や高齢者施設等において、応急歯科治療や口腔衛生
の確保・口腔機能の維持をサポートします。

地域の歯科診療所の再開
状況にあわせて、治療が必
要な方を診療所に繋ぎます。

歯科保健活動
【集団】

お口の
健康づくり歯や口のお困りごとなどを確認し、

災害時の生活における工夫の仕方

地域の歯科医療
提供体制の再構築

歯科相談
応急歯科治療

災害歯研 Ver1.2（202504）

＜連絡先＞ ＊＊歯科医師会 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊



災害時の歯科の活動
応急歯科診療 口腔ケア

パ

歯科保健活動
（口腔清掃の啓発・指導／口腔ケア／口腔機能・健康管理）

応急歯科診療

歯科の新常識 「災害時の歯科活動」，LION Dent.File vol.57, 2025May

日本災害時公衆衛生歯科研究会HPに転載許可を得て転載 https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

市町村への歯科保健医療“県外”支援

県外
派遣単位

県外
人的派遣調整

県外県内

１W厚労省／日歯
歯科支援チーム

（全国）
東日本大震災

１W（ただし前
後2チーム）

福岡県歯
（ブロック幹事県歯）

口腔機能支援チーム
（九州沖縄山口）

平成28年熊本地震

歯科チーム
（3大学）

平成29年九州北部豪雨

歯科チーム平成30年7月豪雨

歯科チーム
（2大学）

北海道胆振東部地震

歯科チーム令和元年台風15・19号

歯科チーム令和2年7月豪雨

多種多様日歯
ＪＤＡＴ
（全国）

令和6年能登半島地震

（県内）

被災県歯 日帰り

平成28年熊本地震
歯科支援 外部派遣チーム一覧

5月15日
～22日

5月8日
～15日

5月1日
～8日

4月23日
～5月1日

南阿蘇
村

益城町

西原村

その他

福岡県の3大学

兵庫ＪＭＡＴの歯科（兵庫県病院歯科医会）

山口県歯科医師会

鹿児島ＪＭＡＴ

鹿児島大学（全国知事会）

山口
ＪＭＡＴ

佐賀県歯 長崎県歯 鹿児島県歯 沖縄県歯

福岡県歯 大分県歯 宮崎県歯 福岡県歯

福島
ＪＭＡＴ

統括ＪＭＡＴ

地域歯科コーディ
ネーター役

避難所対応

先遣隊
需要把握
応急対応

コーディネー
ター

迅速支援

応急診療

専門的支援

ＪＤＡＴ

歯科
支援

ＪＤＡＴ

ＪＭＡＴ
歯科

連
携
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※ 県外からのみ、県内では別途歯科医師会・歯科衛生士会が活動

JDAT チーム構成・期間のイメージ

【構成（例）】

歯科医療救護チーム
歯科医師２、事務職１
歯科医師２、歯科衛生士１、歯科技工士１

歯科保健支援チーム
歯科医師２、歯科衛生士２

歯科診療所休診時期（活動開始時）

歯科診療所再開時期

【期間（例）】 4日間程度／チーム

歯科保健支援チーム
歯科医師１、歯科衛生士２～３

日土金木水火月

引
継 引

継

引
継

引
継

チームＡ
チームＢ

チームＣ
チームＤ

© 2024 DPHD



災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，「令和６年度健康危機における保健活動
推進会議」令和７年１月21日

JDAT
歯科医師医会
歯科衛生士会
歯科技工士会

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，
「令和６年度健康危機における保健活動推進会議」令和７年１月21日

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，「令和６年度健康危機における保健活動
推進会議」令和７年１月21日

復興

地域支援平常時

支援活動の移行
（災害医療→保険医療，支援活動→地域事業）

災害発生

平常化

災害医療における
歯科支援（JDAT）

地域歯科
医療提供量

平常時

時間経過自院・所の復旧を優先しながら地域歯科のマネジメント

保険診療に移行

災害救助法の適用

ｓ避難所 仮設住宅 復興住宅被災

© 2024 DPHD

生活環境

地域歯科保健活動 （支援→事業）

統一
方策

地域での「食べる」支援の連携と継続



災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（著者が知り得るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄

事前質問

災害時にＪＤＡＴ等が避難所等で行う業務は
どのようなものが多いでしょうか。

業務
≠活動

人口高
齢化率人口⻭科

診療所
46％22,00012輪島市
52％12,0005珠洲市
50％14,0005能登町
49％7,0004穴水町

輪島市
珠洲市

能登町

志賀町 七尾市

穴水町 • 1月18日 県外JDAT派遣開始
• 3月10日 県外JDATを北陸3県

のみに限局
• 3月20日 県外JDAT派遣終了

7チーム

27チーム

23チーム

34チーム
5チーム

23チーム

7チーム

• 歯科診療車による仮設診療所
（珠洲市、2月4日～4月27日）

• 1.5次避難所巡回歯科保健医療
活動（1月19日～4月20日）

県内ＪＤＡＴによる活動

能登北部医療圏における
人口と歯科診療所数県外ＪＤＡＴ派遣先市町村と

派遣チーム数（127）

• 1チームは、3市町村で活動
• 1チームは活動拠点の物資

整備のみ

• 派遣日数はまちまちで、隣県
からの日帰りでの派遣もあっ
た

チーム数派遣日数

351

72

213

434

155

36

37

18

3月22日

金沢駅から
直線110km

道路136Km

半径16Km

輪島市
Wajima City

珠洲市
Suzu City

能登町
Noto town穴水町

Anamizu town

⾦沢市
Kanazawa City



職種の内訳（のべ）
人数

（のべ）
チーム数
（のべ）

派遣元
派遣期間 その他事務職

歯科
技工士

歯科
衛生士

歯科
医師

345124598031,322363
県内＋県外
1/7～4/27

34512149273482
127

県外のみ
1/18～3/20 1%9%3%31%57%100%

活動期間
全日数

派遣期間
全日数

活動期間派遣期間

253.5
(63%)

405
(100%)

1/19
～3/20

1/18
～3/20

県外のみ

県外ＪＤＡＴ 派遣先別一覧

朝日大学 2/4-7（予定）
九州大学2/27-3/2九州歯科大学2/4-10

福岡歯科大学2/12-17

輪島

珠洲

能登

穴水
香川大学医学部歯科口腔外科2/25-28（混合）京都府立医科大学附属病院歯科2/8-10（混合）

高岡市民病院歯科口腔外科2/13-14（混合）

※ 県内JDATには県内医大歯科や病院歯科も参加

ＪＤＡＴの「業務」：課題？限界？

• 即応力

• 対応範囲と継続性

• 地方自治体／地域同職種との連携

• 保健医療福祉チーム（他分野）との連携

• 病院・施設への介入（公立・民間）

• ＪＤＡＴ以外の支援歯科・口腔ケア専門職との連携

災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（著者が知り得るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄
歯科 １３県2023年12月現在

高知県

徳島県

山口県

鳥取県

滋賀県

埼玉県

千葉県

群馬県
栃木県

秋田県

岩手県

岐阜県

大阪府

（日本歯科医師会調査）



市町村におけるJDATのコーディネート

• 歯科としては地域歯科医師会の
担当者？（市町村ごとに）

• 地域の病院医療職？（歯科口腔
外科？耳鼻科？NST？）、在宅医
療（プライマリヘルス）？、他？

• 地域の歯科職は復旧・再建しなが
ら、情報共有と方向性の意見を

保健医療福祉調整本部

市町村職員supported by 保健所/DHEAT

保健医療活動チーム

市町村 災害対策本部 ※ JDATは、地域に残る歯科医療職

に繋ぎ、地域の歯科保健医療提
供体制を再構築するための作業
を実施するためのチーム

市町村の災害医療
コーディネーターなどの医療職

DMAT、JMAT、日赤救護班、
国立病院機構、AMAT、JDAT、

薬剤師チーム、看護師チーム、
保健師チーム、管理栄養士

チーム、JDA-DAT、DPAT、JRAT、
その他

© 2024 DPHD

理想的な連携？

厚生労働省

県 歯科医師会

要請

報告

郡市歯科医師会
１つで複数市町村？

地区（近隣）
県歯科医師会

都道府県
歯科担当部局

各構成団体が
個別に連絡共有

連携
情報共有

市町村

支援

保健所

連携
情報共有

日本歯科医師会

県災害歯科保健
医療連絡協議会

日本災害歯科保健
医療連絡協議会

歯科衛生士会？

病院歯科？

歯科衛生士会？

病院歯科？

郡市歯科医師会
（複数？）

複数にまたがる場合も多い？
両方？分担？交代？

複数市町村で１歯科医師会の
場合も多い？

各市町村ごとに決定権のある
担当者が必要

両方？

歯科保健担当に歯科専門職は少ない！

• 歯科医師の85.9％は診療所

• 県型保健所への歯科の配備は28.6％
（歯科医師3.5％、歯科衛生士25.1％）

• 市町村への歯科の配備は16.9％
（歯科医師0.4％、歯科衛生士16.5％）

災害時の保健医療活動を円滑に進めるためには、
歯科支援チームと連携した体制構築が必要

安藤雄一ほか，全国の市区町村および都道府県型保健所における歯科保健担当者のプロフィールと業務実態，保健医療科学63（2），139-149，2014

歯科における連携

マネジメント
行政歯科職
（自治体・保健所）

診療所の復旧を優先したうえで、
地域へのマネジメント

歯科医師会

迅速対応と歯科医療救護
大学歯学部
（＆病院歯科）

避難所等地域における
歯科保健医療支援活動の実働

派遣歯科専門職
＆歯科衛生士会

中長期的対応
歯科衛生士会
＆大学歯学部

加入率20％前後

18県・29校（国立11・公立1・私立17）

［歯科医師］
県型保健所3.5％、市町村0.4％

［歯科衛生士］
県型保健所28.6％、市町村16.5％

配備（2014）



自治体と歯科との連携：課題

• 民間の「災害歯科コーディネーター」で十分なの
かは大きな検討課題

– 民間は情報にアクセスできない

– つまり情報を整理して出さなければ動けない

• 新潟県では中越地震後に協定を変更

– 自治体が動けなくても健康支援は動く

– 認めた場合のみ後で認定

（歯科医療救護班の派遣）
第2条

３ 乙（県歯）が派遣する歯科医療救護班は、原則として、
県内において第４条に定める活動を行う。ただし、甲（県）
が必要と認めた場合には、県外において活動を行うこと
ができる。

５ 乙（県歯）は、本県における災害において、緊急やむを
得ない事情により、甲（県）の要請を受ける前に歯科医療
救護班を編成し、派遣した場合は、速やかに甲（県）に報
告し、その承認を得るものとする。この場合、甲（県）が承
認した乙（県歯）の歯科医療救護班は、甲（県）の要請に
基づく歯科医療救護班とみなすものとする。

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書（福岡県×福岡県歯 平成26年3月13日）

災害時の医療救護活動に関する協定書（神奈川県×神奈川県歯科医師会 平成30年3月30日）

誰が、何に基づいて、
「必要がある」と認めるのか？

災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（著者が知り得るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄



事前質問

災害時にＪＤＡＴ等が避難所等で応急歯科
医療を実施した場合に記載する診療録は「災
害診療記録2018」による必要があるのでしょ
うか。

記録

ＪＤＡＴ等による応急歯科医療は
「災害診療記録2018」への記載が必要か

• 明確な方針は定められておらす、市町村ごとの、その
時の保健医療福祉調整本部からの指示があった時の
み記載している。指示は、支援者側で運営していると、
比較的頻繁に変わる（1週間経てば変わっている）。

• 歯科としては歯科の共通書式があり、基本的に、これ
に記載して、歯科の本部に提出いただいている。

• 法律上、記録をとり保存する必要はあるが、方法論ま
では規定されていない。

• 平時のうちに、どのようにするかを、市町村／県で決め
ておけたほうがいい。

• （保険医療として算定する場合は別途指定用紙に記載）

災害時診療録２０１８
＊は必須記録項目

＊
＊

＊

＊

＊

＊ ＊ ＊

日付

歯科医師氏名
シメイ
氏名

年齢

住所

病名 日付 歯科医師氏名A避難所



食事時の疼痛

日付

年齢
✓

数日前より口腔の義歯部の疼痛が出現、
徐々に増悪し食事が困難になってきた。日赤
チームに相談し、歯科巡回診療に繋げられ、
初診。

再開した歯科診療所？
仮設歯科診療所？

✓

チーム名

✓

✓

✓

✓

歯科医師
氏名

義歯不適

義歯調整

A避難所
チーム名
歯科医師氏名

どこの部位の義歯不適により疼痛
あり、潰瘍あり。義歯を削合して調
整。

日付

災害歯科における共通記録用紙

アセスメント，物資提供，啓発

歯科医療歯科保健
医療救護・
応急処置

診療記録



災害歯科における共通記録用紙

アセスメント，物資提供，啓発

歯科医療歯科保健
医療救護・
応急処置

診療記録

救護 記録票→報告書

処置

治療

診察
相談
指導
ケア

紹
介

摂
食

嚥
下

処置・治療 診察・相談・指導・ケア

紹介 摂食嚥下

のべ人数

実人数

実人数

災歯 救護報告書
（救護所ごとの集計）災歯 救護 個別記録票

ひとりずつ横1列、縦に最大10人

http://jsdphd.umin.jp/

災害歯科における共通記録用紙

アセスメント，物資提供，啓発

歯科医療歯科保健
医療救護・
応急処置

診療記録

災害時避難所等
口腔保健ｱｾｽﾒﾝﾄ票

項目

基本情報

避難者数

高リスク者数
対象者

歯科保健医療
の確保状況

（１）歯科医療

水・洗口場の
確保状況（２）環境

歯ブラシ・歯磨剤

の確保状況
（３）用具

口腔衛生行動

介助の有無
（４）行動

痛みや不自由さの
有無（５）症状

その他

歯科／集団・迅速

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

© 2024 DPHDhttp://jsdphd.umin.jp/



発行
2020年3月

2019年度 災害時の保健活動推進マニュアル
（地域保健総合推進事業）

p.57参照【⻭科保健・医療対策のチェック項目と症状】
チェック項目

□ 口腔衛生や口腔機能の低下に配慮が必要な対象者がいる

⻭
科
保
健
・医
療
対
策

（配慮が必要な者︓乳幼児・妊婦・後期⾼齢者・障害児者・要介護者・糖尿病等の有病者）

□ 飲料⽔・生活⽤⽔・洗口場所が不⼗分である

□ ⻭ブラシ・⻭磨き剤、コップ、義⻭洗浄剤、義⻭ケースなど資機材が不⾜している

□ 口腔清掃状況が不⼗分である

□ ⻭痛や口内炎を訴える者、⾷事摂取が不⾃由な者がいる

□ ⻭科診療所、巡回⻭科チームなどの⻭科保健医療体制がない
全国保健師長会

災害時の保健活動
推進マニュアル
（令和2年3月）

飲料⽔・生活⽤⽔・洗口場所が
不⼗分である

⻭ブラシ・⻭磨き剤、コップ、義⻭
洗浄剤、義⻭ケースなど資機材が
不⾜している

口腔清掃状況が不⼗分である

⻭痛や口内炎を訴える者、⾷事
摂取が不⾃由な者がいる

⻭科診療所、巡回⻭科チームな
どの⻭科保健医療体制がない

他職種
Version

http://jsdphd.umin.jp/

アセスメント，物資提供，啓発

歯科医療歯科保健

医療救護・
応急処置

診療記録

総括票歯科保健医療ニーズ調査・啓発・指導 実施票
（個別・複数）

個別アセスメント・保健指導（集団）

計画

集計

評価
（6）

歯科治療
の確保
問題

（5）
歯科治療

の
必要性

（4）
歯や口の

清掃
問題

（3）
歯みがきを

する
問題

（2）
歯みがきの

環境
問題

（1）
食事を

する時の問
題

項目

近隣の歯
科診療所、
交通手段、
移動の可
否など

痛み・義歯
紛失等に対
する歯科治
療の必要

性

口渇・
口臭・舌、
口の中の

汚れ

歯みがきが
できてい

る・介助磨
きがされて

いる

歯ブラシ・
ケア・義歯
用品・水や
場所の確

保

歯が痛い・
食べにく

い・
食事中の

ムセ

内容

ひとりずつ横1列
縦に最大10人

http://jsdphd.umin.jp/



個別アセスメント・保健指導（個人）

http://jsdphd.umin.jp/

歯科保健医療 ニーズ調査・
対応
実施票(個別・個人)

２０２５ ９ １＊＊小学校

S谷 M枝
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

下の義歯のあたりが痛い

下顎残根上義歯

左下Dul部、下顎義歯削合。かかりつけはY歯科、休診中（先生が避難されて
いる）。
（次回）Dul確認。義歯保管に紙コップを使っているので、義歯ケースを持参し
て提供ください

１０本
５本 ●部

６３２ ２３ 残
根

〇〇〇 〇〇 ０００－００００－００００

記載例 避難所で生活する、義歯性潰瘍に対し応急歯科診療対応をした場合

応急歯科診療の記載

保健/医療→歯科 歯科（支援ＪＤＡＴ）
→歯科（地域・かかりつけ）

申し送り票（令和6年能登半島地震対応からの提案）

集団

個別

個別

http://jsdphd.umin.jp/

備考根拠条文保存義務者
保存期

間
根拠条文記載事項

作成すべき書
類

作成者

第２４条医師法
病院又は診療所
の管理者
作成医師

５年間第２４条医師法

患者の住所、氏名、性別、年齢
病名及び主要症状
治療方法（処方及び処置）
診療年月日

診療録医師

第２３条
歯科医師

法

病院又は診療所
の管理者
作成歯科医師

５年間第２３条
歯科医師

法

患者の住所、氏名、性別、年齢
病名及び主要症状
治療方法（処方及び処置）
診療年月日

診療録歯科医師

医師の記名
押印又は署
名が必要

－－－－
第２２

条
医師法－処方せん医師

第１９条
歯科技工

士法

病院、診療所又
は歯科技工所の
管理者

２年間
第１８

条
歯科技工

士法

設計
作成の方法
使用材料
発行年月日
発行歯科医師の住所、氏名

指示書で歯科技工が行われる
場所が歯科技工所であるとき
その名称

病院、診療所
又は歯科技工
所で行われた
歯科技工に係
る指示書

歯科医師

第１８
条

歯科衛生
士法施行

規則

歯科衛生士
３年
間

第１８
条

歯科衛生
士法施行

規則

－記録
歯科衛生

士

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0624-5e.html

法令上作成保存が求められている書類（抜粋）

第９回医療情報ネットワーク基盤検討会 参考資料２
平成１６年６月２４日(木)，経済産業省別館１０２０会議室

歯科医師法

第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞な
く診療に関する事項を診療録に記載しなければなら
ない。

２ 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務
する歯科医師のした診療に関するものは、その病
院又は診療所の管理者において、その他の診療に
関するものは、その歯科医師において、五年間これ
を保存しなければならない。



https://www.mhlw.go.jp/content/001463038.pdf

大規模災害時における「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の活用について（周知）

事務連絡 令和7年3月25日

１．【歯科保健医療の確保】

Q1. 受診可能な近隣の歯科など
ある
ない
不明

Q2. 巡回歯科チーム
ある
ない
不明

２．【口腔清掃などの確保】

Q3. 歯磨き用の水
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q4. 歯磨きの場所
ある
ない
不明

口腔保健アセスメント（1/3）

口腔保健アセスメント（3/3）

３．【口腔清掃用具などの確保】

Q5. 歯ブラシ（成人用）
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q6. 歯ブラシ（乳幼児用）
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q7. 歯磨き剤
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q8. うがい用コップ
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q9. 義歯洗浄剤
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

Q10. 義歯ケース
充分足りている
まあまあ足りている
やや足りない
補充が必要である
不明

４．【口腔清掃や介助などの状況】

Q11. 歯磨き

していそう
ほぼしてなさそう
不明

Q12. 義歯清掃

していそう
ほぼしてなさそう
不明

Q13. 乳幼児の
介助

していそう
ほぼしてなさそう
不明

Q14. 障害児者・
要介助者の介助
していそう
ほぼしてなさそう
不明

５．【歯や口の問題の訴え】

Q15. 痛みがあるもの

ある
ない
不明

Q16. 上記ある場合の
人数

Q17. 義歯紛失や
義歯破折

ある
ない
不明

Q18. 上記ある場合の
人数

Q19. 食事などで
不自由な者

ある
ない
不明

Q20. 上記ある場合の
人数

Q21. 閉鎖申請 Q22. メモ Q23. 緊急事項

口腔保健アセスメント（3/3）
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災害時避難所等
口腔保健ｱｾｽﾒﾝﾄ票

項目

基本情報

避難者数

高リスク者数対象者

歯科保健医療
の確保状況（１）歯科医療

水・洗口場の
確保状況（２）環境

歯ブラシ・歯磨剤

の確保状況（３）用具

口腔衛生行動

介助の有無（４）行動

痛みや不自由さの
有無（５）症状

その他

歯科／集団・迅速

集団生活する
「場」としての
環境の評価

個人の環境や
行動、症状や
困りごとなど
のまとめ

http://jsdphd.umin.jp/

災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（演者が知るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄

神奈川県における取り組み
（演者が知るもののみ）

• 研修会
– 保健所／郡市歯科医師会
– 県歯科医師会
– 県歯科衛生士会

• 令和7年度～県歯科医師会「有事対応関連部会」
– ＪＤＡＴ標準研修会（地域開催）の開催に向けて
– 歯科医師会のＢＣＰに向けて
– 安否確認（歯科診療所稼働状況確認）システムに向けて

• 大学？

被災地域の歯科保健の
マネジメント（＋受援）は誰が担う？

• 地域歯科保健のコーディネートは誰が担う？

• 地元の歯科医師で得意な人は、まずいない（基本
は臨床家であり、地域保健のマネジメントは素人）

• 業務としての依頼が可能か？

• 地域保健のノウハウと人脈を持った行政歯科専門
職が適任だが、専任できる？足りる？

• 地元（県内）から長期に選任するのであれば適任者
（組織）はどこ？

• 誰もいない時にはどうアレンジする？



神奈川県災害時保健医療救護計画 【概要版】R7.3

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/27552/r703_saigaijihokeniryoukyugokeikaku_gaiyouban.pdf

（３）歯科医師・歯科衛生士の活動

神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf
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第１章 県内の大規模災害における対応
第２節 保健医療福祉活動

７ 保健対策

○ 歯科保健医療担当と連携し、歯科医療救護班の要請及び受入体制の

整備等、管内における歯科医療救護活動及び歯科口腔保健活動がス
ムーズに行われるための支援を行う。

○ 地域歯科医師会及び管内市町村と連携を取りながら管内の歯科医療

機関の被災状況の整理を行うとともに、や歯科医療救護体制等の情報
収集の支援、整理及び分析を行う。

○ 県保健福祉事務所内で編成された保健師活動チームや栄養士及び

管内市町村と連携を取り、歯科口腔保健標準アセスメント票等を活用し
ながら、管内の避難所等の歯科医療及び歯科口腔保健に関するニー
ズを情報集約（特に子どもや高齢者等の要配慮者を中心としたニーズ
把握）し、歯科医療救護班の応援要請や受入体制の整備等の調整を
行う。

第１章 県内の大規模災害における対応
第１節 役割と体制

１ 県

P13
神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf

（１）県保健医療福祉調整本部
第１章 県内の大規模災害における対応

第１節 役割と体制
１ 県

P18
神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf

（１）県保健医療福祉調整本部



神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf

（２）県保健医療福祉調整本部に設置される各調整本部等
【保健医療調整班】

第１章 県内の大規模災害における対応
第１節 役割と体制

１ 県

P24
神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf
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（２）県保健医療福祉調整本部に設置される各調整本部等
【保健医療調整班】

第１章 県内の大規模災害における対応
第１節 役割と体制

１ 県

神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf
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第１章 県内の大規模災害における対応
第１節 役割と体制

３ 医療機関等

④ 神奈川県歯科医師会

神奈川県歯科医師会は、歯科医療救護班の派遣を行う。県
内の歯科医療救護体制で対応できない場合には、県に日本
歯科医師会へのＪＤＡＴの派遣要請を助言する。

また、発災時において迅速な医療救護活動を実施するため、
歯科医療救護班の編成体制の整備充実を図る。

発災時に神奈川県警察からの要請に基づき、派遣登録歯
科医師の中から神奈川県警察歯科医を優先とした身元確認
に係る派遣を行う。

（６）関係機関等

神奈川県災害時保健医療救護計画，令和７年３月
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115962/03_keikaku_seianhonbun.pdf
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第１章 県内の大規模災害における対応
第２節 保健医療福祉活動

２ 保健医療活動チームの活動（現場支援）
（９）歯科医療救護班

歯科医療救護班は、日本歯科医師会や、神奈川県歯科医
師会から派遣される日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）の歯
科医師等で構成する。

○ 歯科医療救護班は、主に次の活動を行う。

・避難所等における歯科医療活動
・避難所等における歯科口腔保健活動



災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
（神奈川県×神奈川歯科大・鶴見大・東海大学付属病院 平成25年1月7日）

横浜市歯科保健医療センター障害者診療｢限界近い｣二次機関拡充求める声も
タウンニュース 青葉区版 公開：2024年4月18日

障害の影響で一般的な歯科医院では対応が難しい人の治療を担う「横
浜市歯科保健医療センター」（中区）の年間受診者数がここ数年、延べ９千
人を超える状態が続いている。現場で治療にあたる医師は「ニーズが上回
っている状態で限界に近い。専門知識を持つ人材の育成と、新たなセンタ
ーの開設へ向けた動きを同時に進める必要性を感じている」と話す。

「障害者歯科診療」を担う同センターは、（一社）横浜市歯科医師会が運営している。知的、精神
、身体の障害を持つ人が安全に治療を受けられるための設備が整えられ、「激しい体動があり、
治療器具が口腔内を傷付けてしまったり、飲み込んでしまうようなリスクがある」「治療台に座って
いられない」など、一次医療機関となるかかりつけ医が「治療が難しい」と判断した患者を二次医
療機関となる同センターにつなぐ仕組みとなっている。

市内に１カ所
現在、センターでは障害者診療に精通する歯科医師３人、歯科衛生士７人が治療に当たってい

る。横浜市内における二次医療機関は同所のみで、全ての患者ニーズを一手に引き受けている
状態だ。

昨年は延べ９３２０人がセンターで治療を受けた。コロナ禍で一時的に受診者数は減少したもの
の、ここ数年、９千人を超える数字で推移。同センターで最前線に立ち障害者の歯科診療・治療
にあたる鈴木將之診療部長は「ニーズがまだまだ眠っていることは確かだが、現況の体制では
限界に近い」と話す。

体動などを制御し治療を施すために全身麻酔下で治療が行われる場合もあるが、現状、４カ月
後の受診となるなど、対策が急がれる。

横浜市歯科医師会の堀元隆司副会長は、「市で実施された障害者歯科保健医療に関する調査

歯科の拠点は？

• 公共の場所での拠点→参集・物資管理・診療の
全ての拠点となりえる

• 拠点があればそこに本部を設置すれのが歯科
内の連携がとりやすい

• 更に、他の保健医療関係の拠点と近ければ、多
職種・多組織連携も容易となる

• 候補は、公的医療機関の歯科診療所など

• 支援活動には勤務歯科医師や歯科衛生士を活
用し、歯科診療所は平常時のサービスを提供し
つづけるようにする

「高槻市地域防災計画」
令和3年2月
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/keikaku/1137.html

資料編 資料77 「第7 医療・保健衛生」
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/uploaded/attachment/174
9.pdf

歯科救護所（２箇所）
高槻島本夜間休日応急診療所
高槻市立口腔保健センター

口腔保健センター
＝ 災害時の歯科救護所の指定

高槻市（中核市）人口35万人



口腔保健
センター

集約 集約

保健医療福祉
調整本部

計画立案

センター／会館の備蓄（生活・診療）？

• 患者家族が帰宅困難になった場合には守らざる
を得ない

• 当然職員もおり、かつ、支援歯科医師・歯科衛
生士により医療を提供するのであれば、そのた
めの備蓄も必要

• 公的な建物には被災者が避難して来ることは考
えられ、計画外であっても避難所ではなくても拒
絶は難しい

• （食料・水、電気、トイレ、寝具、女性用品、ほか）

災害時における歯科保健医療救護活動
～今こそ知りたい、行政職員に求められる対応について～

• 災害時の歯科における課題と対応の現状

• 日本災害歯科保健医療連絡協議会における
災害時の歯科対応体制の構築と現状

• 【事前質問】ＪＤＡＴの避難所等での業務

• 県や市町村における歯科関係団体との連携
の課題

• 【事前質問】ＪＤＡＴの活動記録

• 神奈川県における災害時歯科対応に向けた
取り組み（著者が知り得るもののみ）

• 【事前質問】口腔ケア用品の備蓄

事前質問

市町村で行う、歯ブラシなどの口腔ケア用
品の物品にかかる備蓄について、大規模災
害時には国などからプッシュ型の支援で提供
されるとも聞いていますが、どのような考え方
で準備をすればよいでしょうか。

備蓄



https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/push.html

内閣府ホーム >  内閣府の政策 >  防災情報のページ > 被災者支援 > 物資支援について

国の物資支援について

プッシュ型支援とは

大規模災害発災当初は、被災地方公共団体において
正確な情報把握に時間を要すること、民間供給能力が
低下すること等から、被災地方公共団体のみでは、必
要な物資量を迅速に調達することは困難と想定されま
す。

このため、国が被災都道府県からの具体的な要請を待
たないで、避難所避難者への支援を中心に、被災者の
命と生活環境に不可欠な物資（基本8品目）のほか、避

難所環境の整備に必要な物資、冷暖房機器、感染症
対策に必要なマスクや消毒液等を調達し、被災地に緊
急輸送しており、これをプッシュ型支援と呼んでいます。

＜基本8品目＞

食料

毛布

乳児用粉ミルク又は
乳児用液体ミルク

乳児・小児用おむつ

大人用おむつ

携帯トイレ・簡易トイ
レ

トイレットペーパー

生理用品

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001768883.pdf

ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック
－地方公共団体における支援物資物流の円滑化に向けて－（改訂版），令和６年３月，国土交通省

図表Ⅲ－１－３ 発災後～３日後頃から必要と想定される
物資の選定理由

液体歯みがき

・誤嚥性肺炎
防止における
必要度が高い

※８品目を含め、
発災後の早い段
階で被災者の生
命・健康の維持に
関する必要度が
高いと想定さ
れた品目

図表Ⅲ－１－５ 発災後～３日後頃から必要と想定される
物資の必要量原単位算出根拠

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001768883.pdf

ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック
－地方公共団体における支援物資物流の円滑化に向けて－（改訂版），令和６年３月，国土交通省



大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について，令和７年５月，大阪府域救援物資対策協議会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/240/202507_stockpiling_policy.pdf

３ 救援物資の府内での備蓄の考え方

(1)本方針における対応期間の考え方

③ 国のプッシュ型支援の実施計画

（平成 27 年３月 南海トラフ巨大地震を想定した被災自治体への支援計画）

○ 発災から３日間は家庭等の備蓄と被災地方公共団体にお

ける備蓄で対応することを想定し、国が行うプッシュ型支援は
遅くとも発災後３日目までに、必要となる物資が被災府県に届
くよう調整する。
○ 必要量については、発災後４日目から７日目までに必要と
なる量とする。

本方針における対応期間(府域内で対応を要する期間)は、南

海トラフ巨大地震については、発災後３日間とし、直下型地震
については、従来通り発災後 1 日間

大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について，令和７年５月，大阪府域救援物資対策協議会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/240/202507_stockpiling_policy.pdf

(2)必要品目

３ 救援物資の府内での備蓄の考え方

の計８品目を重要品目と位置づけ、府と市町村で役割分担し、
備蓄を進めてきました。

これまで、大阪府地域防災計画では、
哺乳瓶粉ミルク高齢者用食主食

(アルファ化米、乾パンなど)

簡易トイレ生理用品おむつ毛布

本方針において府及び市町村が自己備蓄しておくべき必要品
目については、従来の８品目に、トイレットペーパー、マスク、
大人用おむつ、の３品目を加えた 11 品目（重点 11 品目）とし
ました。



大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について，令和７年５月，大阪府域救援物資対策協議会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/240/202507_stockpiling_policy.pdf

３ 救援物資の府内での備蓄の考え方

(3)必要数量
①国の必要物資量の算出式と府の「大阪府地震被害想定に基づく備蓄等の考え方
について」比較

大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について，令和７年５月，大阪府域救援物資対策協議会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/240/202507_stockpiling_policy.pdf

３ 救援物資の府内での備蓄の考え方

(3)必要数量
②大阪府域内の救援物資必要量（重点 11 品目）の算出式

５ 重点 11 品目以外の備蓄
昨今の多発する災害対応を踏まえ、「命をつなぐ」以外にも、災害関連死を少しでも減ら

すため、避難所生活の QOL 向上や在宅避難者への対応の重要性が高まっている。
本章では、国の防災基本計画等を踏まえ、重点 11 品目以外の備蓄物資の品目・数量

等について記載する。

なお、算出式については現状を踏まえて設定した目標値であり、各市町村の状況により、
これ以上の数量が必要となる場合は、別途、個別に算定を行うものとする。

① 避難所生活の QOL 向上（府１：市町村１）

大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について，令和７年５月，大阪府域救援物資対策協議会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/240/202507_stockpiling_policy.pdf

②在宅避難者への対応
（ブルーシート）

① 避難所生活の QOL 向上（府１：市町村１）
（続き）

大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について，令和７年５月，大阪府域救援物資対策協議会
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/240/202507_stockpiling_policy.pdf



・口腔ケアセット…避難所避難者数×現物備蓄率（10％）×１袋/人×1/2 

５ 重点 11 品目以外の備蓄
① 避難所生活の QOL 向上（府１：市町村１）

方針は「想定避難所避難者数の10％に必要な量を現物備蓄として確保するよう努める。」
「食器類（紙コップ、紙皿又は紙椀ボウル、割箸）」と同じ数字

• 想定避難所避難者数の90%は、非常持出袋等に準備
して自身で持っくることを想定？

• 大阪府：市町村＝１：１で備蓄するため、×1/2

→ 備蓄はまずは10％から、と考え、年々備蓄率をあげ
ていくべく長期的に考える

→ 同時に、住民の持参率を上げるべく啓発する

備蓄の方針

• 外部からの物資（市町村外からの支援物資／大手ドラッグスト
アとの搬送も含めた業務契約）は「遅くても1週間ほどで届く」

は大きく間違っていないが、数日はそうそう届かないと考えら
れるが、それまでの間をどうつなぐか

• 初期はとても支援に手はまわらなず、「セルフケアができる人」
への現実的な対応は、「渡せば自分で判断してやって、危険
性がない」となる

災害時に「大多数に」「その時の担当する人が」お渡しする
→ リスク管理が第一？

「衛生管理」・・・個包装
「アレルギーの有無」・・・ノンアルコール
「誤用しにくい・しても健康被害を生じない」

→ 次に、管理のしやすさ（スペース・使用期限）

現実的には、成人用（高齢者）と幼児・学童用（中学生からは成
人用で）の２種類？

サイズも、大きいよりは小さめ（小は大を兼ねる）
使い捨てで備蓄している自治体もある

歯間ブラシはサイズが多く、備蓄対象としては非現実的か？

デンタルフロスは指が清潔である必要が出るので、糸ようじの方
がいいだろうが、いずれにせよ糸は温度や湿度の影響を受けや
すく、備蓄対象としては非現実的か？

歯ブラシ

 現実的には、「ジェルやフォームのうがい不要の歯みがき」や「うがい液」？

 「液体歯みがき」は歯ブラシに載せられず、慣れていないと災害時に教わっ
てたとしても、誤用の可能性は否定できない。包装における「液体はみが
き」の文字はとても小さい。

 うがいの不要なハミガキには「ジェル」「フォーム」もあり、歯ブラシに載せら
れ、歯みがき後には唾液を吐くだけでうがいは不要（飲み込んでも健康被
害は生じない）

 練りハミガキはうがい水が必要となるため、練りハミガキの場合は、なるべ
く味の薄いものとする？

 保存期間は設定されていないが、一般には3年程度が目安とされる。保存
用に設定されているアルミ包装の「液体はみがき」は5年保存。

 データが無く回答不能

 「液体歯みがき」を誤用し、喉でガラガラうがいをしたときに咽頭部に科
学的熱傷を起こさないのかどうか

 「液体歯みがき」で「うがい」をした場合の効果
 「うがい液」を「液体歯みがき」として使った場合の効果
 「うがい液」のみによる、プラークの付着抑制程度

歯磨剤



義歯ブラシ

 「歯ブラシでは十分に汚れが落ちず義歯ブラシが必要」というデータはある
ので「歯ブラシで代用が可能」とは言えない

義歯洗浄剤

 フォームタイプは「つけ置きしなくていい」ということで災害時によく送られて
くる。

 一般にはタブレットタイプで、普段は寝ている間を一晩つけている人が多い
ので、一晩つけなくてはいけないと誤解されているが、一般には5分以上で、
3分の商品もある。もし、義歯を洗える環境があるのであれば、ずっと置い
ておく場所はなくても、5分間つける間待っていることはできなくない。

 タブレットタイプを食べる人はいないと思うが、フォームタイプは一般的では
なく、手を洗うものだと思ったり、手を消毒するものだと思ったりする人は出
て来る。

 もともと手で持った義歯につけるものであり、有害事象は起きないと考えら
れるが、実際はみがいた後に洗う水は多少なりとも必要となる。（洗わず口
腔用ウエットティッシュで拭くだけだとどうなのかは、データなく回答不能）

義歯・粘膜関係（１）

口腔用ウエットティッシュ

 誤用した事故は考えにくく、ある意味万能。義歯の除菌効果は期待できなく
ても、汚れはおとせるし、水が全くなくても、更にプライバシーが確保できな
くても、寝ながら毛布を頭からかぶって、義歯を外して拭くということもでき、
その間はマスクをしておけば義歯を外して拭いている間も恥ずかしい思い
をしないで済む。口腔を拭いていいからには何を拭いても安全であり、何に
でも使える。

義歯ケース

 市販の「義歯ケース」は、洗面所に置いておくことを想定してあるのか、持ち
運ぶと水がもれる。「水が入っていても持ち運べる義歯ケース」として「食品
用密封容器」などが推奨されている。ただし、備蓄するにはかさばる。とりい
そぎとしては、「チャックつきポリ袋」の少し厚めで名前が記載できるもの、で
もいいようにも考える。

義歯・粘膜関係（２）

地域での備蓄は、初期のもの

• 後からの補充はされても、最初に使うものは必要

• 実際に使う場所になければ、取りに行く・輸送もでき
ない

• 実際は、その時関わる人が全員どこにあるかがわ
かり、取りに行けるところで、鍵があけられることが
大切

• 整理されていない物資は、活用されない

https://ida1926.or.jp/images/R6notojishin.pdf

石川県歯科医師会 令和6年能登半島地震報告書

歯ブラシ（大人・子ども）
歯磨剤（大人・子ども）
歯間ブラシ

デンタルリンス（1回分）
デンタルリンス（本）
保湿剤（口腔ケアジェル）

義歯洗浄剤
義歯用ブラシ
義歯安定剤
義歯ケース
口腔用ウエットシート

グローブ
紙コップ
携帯カイロ
お菓子
キシリトールガム



Ⅱ．保健予防課の活動 ６．歯科支援
６．歯科関連

通信が遮断する中、７月６日に人吉市歯科医師会
長及び球磨郡歯科医師会長を直接訪問し、歯科医
療機関の被災状況を確認した。確認できた内容とし
ては、 「人吉市歯科医師会は１／３の診療所が被災。
診療開始しているかは把握できていない」「球磨郡歯
科医師会は被災なし、通常診療中。人吉市の患者
受入れ及 び物資提供可能」ということだった。

～歯科支援物資（県歯科医師会より）～
歯ブラシ、歯磨き粉、義歯ケース
フロス、ポリデント、デンチャーブラシ
口腔ウエットティッシュ、紙コップ

令和2年（2020年） 7月豪雨災害 対応検証記録 - 熊本県人吉保健所，令和3年（2021年）3月

同日、県歯科医師会より歯科支援物資
が届いたため避難所に配布した。

Ⅱ．保健予防課の活動 ６．歯科関連

人吉市・球磨郡歯科医師会長に人吉球磨地域災
害時保健医療調整会議開催への参加を依頼し、会
議にて歯科関連の情報共有を図った。歯科関連の
支援物資については、歯科物資要請ルートに沿っ
て、各避難所及び市町村の歯科ニーズを取りまと
め、本庁（健康づくり推進課）に要請票を提出した。

義歯を紛失した、受診したいがかかりつけ歯科医
が被災して通院できない等の避難所における歯科
ニーズについては、両歯科医師会に協力を依頼し、
個別対応をお願いした。災害時の口腔ケアのちらし
を避難所用に印刷し、巡回の際に掲示した。

令和2年（2020年） 7月豪雨災害 対応検証記録 - 熊本県人吉保健所，令和3年（2021年）3月

令和2年（2020年） 7月豪雨災害 対応検証記録 - 熊本県人吉保健所，令和3年（2021年）3月

避難所に対する
歯科用清掃用具
供給の流れ

歯ブラシ（子ども用、成人用）、歯磨き
粉（個人用）、うがい用コップ、義歯用
洗剤、義歯ケース、歯間ブラシ 等

※支援物資に要求・供給につ
いては、各圏域の調整現地
本部（各保健所 歯科担当）
において把握。

※「避難所には、ホテル設置
用歯ブラシ等ではなく、県歯
科医師会が推奨する歯ブラシ
等を供給することが望ましい」
との県歯科医師会の要望を受
け、健康づくり推進課を支援
物資要求の窓口とする。（各
圏域調整現地本部（八代市は
危機管理課）から、直接、物
資支援班に依頼が入ると、現
存する支援物資（ホテル用歯
ブラシなど、すでに、様々な所
から提供のあった物資）が送
られてしまうため。）

⑥物品の運搬依頼

⑤運搬依頼

④物品依頼

⑦物品の受け取り

③物品要求

②物品要求

①物品要求

③物品要求

物資の流れ

連絡

各避難所

各市町村

トラック協会

県歯科医師会

(県)健康づくり推進課
(県)物資支援班

八代市（危機管理課）各圏域調整現地本部
（芦北・人吉）

⑧
物
品
の
運
搬 ×

良かった点

• 当初連絡手段が断たれた状態だったが、直接歯科医師会
に訪問し被災状況を確認したことで、歯科診療医療機関の
被災状況確認や歯科医師会の活動状況の把握ができた。

課題

• 電話回線（固定機）・インターネット・携帯も不通で、連絡手
段がなく被災状況等の情報共有ができるまで時間を要した。

• 災害発生時の歯科保健体制について、発災前に各関係機
関と協議する場がなかったため、発生後の対応となった。

• 歯科関連支援物資の配布を実施する際に、どの避難所に
どの物資が不足しているかが不明確で、個数や品目を選択
する際に苦慮した。

（※歯科物資要請ルート設置後は、市町村歯科担当保健
師や避難所運営者・歯科医師会の先生方から歯科物資要
請票を頂き、ニーズに応じた対応ができた）

令和2年（2020年） 7月豪雨災害 対応検証記録 - 熊本県人吉保健所，令和3年（2021年）3月



対応策案

• 平常時から、緊急時の連絡先一覧（個人の同意
の上）を作成する。

• 人吉球磨地域歯科保健推進連絡会幹事会にて
７月豪雨災害の検証を行い、災害時における歯
科保健活動について協議する場を設定する。

• 今回利用した歯科物資要請ルート（避難所・市
町村→保健所→県庁健康づくり推進課→県歯
科医師会→配送依頼→避難所）を用いた体制づ
くりをすすめる。

令和2年（2020年） 7月豪雨災害 対応検証記録 - 熊本県人吉保健所，令和3年（2021年）3月

広報えびな 2014年3月1日号

https://www.city.ebina.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/627/8-9.pdf

山北町クリエイトＳＤと協定災害時に生活物資を調達
経済

鈴木ゾーンマネージャー（左）と
湯川町長

山北町は、昨年７月に向原地区にオープンした（株）クリエイト
エス・ディー（ドラッグストア）と、災害時における生活必需物資
の調達に関する協定を締結した。有事の際の防災対策の強化の一環
となった。

締結を結んだ１月22日は（株）クリエイトエス・ディー店舗運

営本部からゾーンマネージャーの鈴木英朗氏とエリアマネージャー
の中田靖樹氏が来庁。山北町は湯川裕司町長をはじめ担当課の幹部
らが出迎えた。鈴木氏と湯川町長は調印書にサインを交わし、お互
いに協定書を掲げながら記念写真に納まった。

湯川町長は「山北町にとってたいへんありがたいこと。台風19号では大きな被害を受けた。有事

の際にマスクや応急医療品などを提供していただけると助かる」と話し、鈴木氏も「我々のストア
は『地域の薬箱』という意識でやっている。地域密着という観点からも身の引き締まる思いです。
有事の際には全力で務めさせていただきます」と話し、協調体制を確認した。

また、湯川町長は、東山北駅を起点とした向原・岸エリアは「東山北１０００人」計画を立て、
住居を３００戸増やす計画も披露。これに対して鈴木氏は「オープンから半年で売り上げも好調で
す。店舗面積も広いので、地域密着で協力していきたい」と応えた。

山北町は企業との災害時における応援協定の締結を積極的に進めており、生活必需物資の調達に
関する協定の締結は、２０１４年度に岸地区に進出した（株）小田原百貨店、（株）コメリに続く
３社目となる。

足柄版 公開：2020年1月25日

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-

kocho/press/somu/2025/0424sugihdkyoutei.files/0001_20250423.pdf



令和4年度厚生労働行政推進調査 http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf

災害時のために歯科がしておくべきこと

災害時のために歯科がしておくべきこと

行 政
避難所における衛生の管理

洗面所（歯みがきスペース）の確保・設置

歯ブラシ（大人・子ども用）・歯みがき剤・義歯
用品の確保

口腔衛生・口腔機能の維持・管理による健康
管理の必要性・体制構築

その体制を連携のも
とで動かす指針の策
定、協定の締結

歯科

災害時の歯科救護所
の設定

災害時に歯科を含
む保健医療福祉活
動チームによる支
援活動の体制づくり、
合同研修会

避難所等における生活環境
の整備からの健康維持につ
いて専門的視点から提言

災害時のために歯科がしておくべきこと

住 民

災害時に歯科
救護所を運営・
周知

（平常時から設
定・周知？）

かかりつけ患者は、
当面の通院ができ
なくてもセルフケア
で対応できるよう平
常時に指導しておく

非常持ち出し袋に
「歯ブラシなどの口腔衛生用品」
などを入れるよう啓発

歯科

災害時でも
歯科口腔の
健康を保つ
ための工夫
を発信



液体 ジェル フォーム

医薬部外品 医薬部外品医薬部外品

うがいの不要な歯みがき剤

＋洗面所

水が不要な口腔ケア用品

少ない水での入れ歯のケア

• 歯ブラシ→やわらかめ
• 歯間ブラシ
• デンタルフロス→糸ようじ
• 義歯用ケース→食品保存
密封容器

• 液体ハミガキ
（5年保存・1回分）

災害保健医療支援における関係者

共助： 地域や身近な
人同士の取り組みや
助け合い医療

機関
個別
支援

公助： 地方自治体や
国などによる取り組み
や救助

災害対応

支援： 共助や公助では足りない部分も含め、外部から補い支えるもの

自治体・保健所

防災
準備

公助

共助自助

保健医療福祉
活動チーム

連携 連携

ＪＤＡＴ
JRAT JDA-DAT

DPATJMAT
DHEAT

DWAT

体制・準備

災害対応

災害支援
緊急援助

地域支援
地域防災

直接支援
被災者支援

支援者支援
間接支援

×

→対策・防災

情報

支援

連携

いつもの生活を
取りもどす！

いつもの生活
を続けられる
準備をしよう！



活動要領・研修会・e-learning

行動指針・規則
根拠法・協定
共通書式・アクションカード
参考資料・過去の情報
関連情報

動画で一般向けに平
易につくられています
（それぞれ6分ほど）

過去に災害時に地元
ケーブルTVで放映さ
れたこともあります

<１>備えておくこと
<2>自分でできること

災害時こそ大切！
お口のケア

約2時間30分 約60分
https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/

共通書式なども
まとめたマニュアル

共通書式
マニュアル
ポスター



https://www.lion.co.jp/ja/emergency-care/download.php

https://www.lion.co.jp/ja/emergency-care/ https://www.lion.co.jp/ja/emergency-care/download.php https://jp.sunstar.com/bousai/



https://jp.sunstar.com/bousai/pdf/mouth_and_body_03.pdf

令和4年度厚生労働行政推進調査

http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf

平成30年度～令和4年度 JSPS科研費

http://jsdphd.umin.jp/pdf/19K10420.nkkk.4p.pdf
月刊nico 2018年8月号



避難生活が招く「震災関連死リスク」を減らす「口腔ケア」とは？【歯科医が解説】
ダイヤモンド・オンライン 2024.11.28 https://diamond.jp/articles/-/353929

被災地での水不足が
健康リスクを高める

避難所での生活が
フレイル（虚弱）を
加速させる

被災時にも活躍する
オーラルケア用品

【寄稿】能登半島地震による被災者の口腔への影響と，地域で連携した「食べる」支援の継続
2025.04.08 医学界新聞：第3572号，https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2025/3572_05

図1 災害時の口腔健康管理/口腔機能管理 図2 能登半島地震後に増加した口腔の主訴
公立能登総合病院歯科口腔外科における1月
1日～2月29日の2か月間の受診数。

ライオン歯科材 Dent. File vol.57, 2025May, P9-10 歯科の新常識「災害時の歯科活動」
許可をいただき転載：日本災害時公衆衛生歯科研究会＞ポスター・パンフレット等
https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

50代の女性を応援するフリーマガジン 「めりぃさん」 https://merry.inc/

2025年6月10日号（歯と口の健康週間に関する特集）
許可をいただき転載：日本災害時公衆衛生歯科研究会＞ポスター・パンフレット等
https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html
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動画 5分
１カ月の活動の流れ
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http://jsdphd.umin.jp/
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歯科医師会・歯科衛生士会、行
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健医療対応に関わる方々どなたで
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